
令和３年第３回北広島町教育委員会会議 【概要】

招集年月日 令和 3年 3月 17日（水）
招集場所 北広島町役場 3階教育長室
開会（閉会） 午後 1時 03分（午後 2時 03分）
[出席者]

教育長 池田 庄策

応招委員 長田 克司 甲斐 徳子 益田 英樹 菅川 知由

欠席委員

会議録署名者 甲斐 徳子

出席事務局職員 学校教育課長 植田 伸二

生涯学習課長 西村 豊

学校教育課学校指導係長 藤田 一友

学校教育課学校指導係指導主事 細田 充裕

学校教育課学校総務係長 国吉 孝治

傍聴者 なし

日程第 1 会議録署名者の指名

日程第 2 報 告

教育長報告

学校教育課長報告

生涯学習課長報告

日程第 3 議 事

議案第 7号 令和３年度小・中学校の学級編成及び教職員人事異動について

議案第 8号 北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正す

る規則について

議案第 9号 北広島町学校教育施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則について

議案第 10 号 北広島町体育施設管理運営規則を廃止する規則について

議案第 11号 北広島町ゲートボールコート管理規則を廃止する規則について

議案第 12 号 北広島町芸北運動公園管理運営規則を廃止する規則について

議案第 13 号 北広島町大朝運動公園管理運営規則を廃止する規則について

議案第 14号 北広島町千代田運動公園管理運営規則を廃止する規則について

議案第 15 号 北広島町スポーツ推進委員規則を廃止する規則について

議案第 16号 北広島町スポーツ大会参加助成金交付要綱を廃止する告示につ

いて



議案第 17号 小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録に関する規程の全

部を改正する訓令について

議案第 18号 北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

の一部を改正する規則について

議案第 19号 北広島町立小中学校通学費補助に関する規則の一部を改正する

規則について

議案第 20号 北広島町立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

について

議案第 21 号 北広島町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について

議案第 22号 北広島町不当要求行為等対策要綱の一部を改正する訓令につい

て

議案第 23 号 北広島町幼稚園第 2子以降就園補助金交付要綱の一部を改正す

る訓令について

≪会議内容≫

日程第 1 会議録署名者の指名

甲斐教育委員を議事録署名者に指名した。

日程第 2 報 告

学校教育課長、生涯学習課長の両名から前回会議後の主な取組及び行事等の報告を受け

た。

≪議事内容≫

日程第３ 議 事

○議案第 7号 令和３年度小・中学校の学級編成及び教職員人事異動について

原案どおり可決した。

○議案第 8号 北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則につ

いて

原案どおり可決した。

〇議案第 9号 北広島町学校教育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 10 号 北広島町体育施設管理運営規則を廃止する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 11 号 北広島町ゲートボールコート管理規則を廃止する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 12 号 北広島町芸北運動公園管理運営規則を廃止する規則について

原案どおり可決した。



〇議案第 13 号 北広島町大朝運動公園管理運営規則を廃止する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 14 号 北広島町千代田運動公園管理運営規則を廃止する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 15 号 北広島町スポーツ推進委員規則を廃止する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 16 号 北広島町スポーツ大会参加助成金交付要綱を廃止する告示について

原案どおり可決した。

〇議案第17号 小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録に関する規程の全部を改正す

る訓令について

原案どおり可決した。

〇議案第18号 北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改

正する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第19号 北広島町立小中学校通学費補助に関する規則の一部を改正する規則につい

て

原案どおり可決した。

〇議案第 20 号 北広島町立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

原案どおり可決した。

〇議案第 21 号 北広島町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について

原案どおり可決した。

〇議案第 22 号 北広島町不当要求行為等対策要綱の一部を改正する訓令について

原案どおり可決した。

〇議案第23号 北広島町幼稚園第2子以降就園補助金交付要綱の一部を改正する訓令につ

いて

原案どおり可決した。


